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徳島東部都市計画区域とは

徳島県内には、7つ（徳島東部、日和佐、牟岐、藍住、脇、貞光、池田）の都市計画区域が指定されています。

そのうち、徳島東部都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の区域区分（線引き）がなされています。
小松島市は徳島東部都市計画区域に含まれています。

出典：小松島市都市計画マスタープラン

「都市計画区域」とは
都市計画法、その他の法令の規制を受ける範囲
であり、一体的な都市として総合的に整備、開
発及び保全することを目的として定める区域。

徳島東部都市計画区域

日峯山から望む小松島市

出典：小松島市都市計画マスタープラン

出典：国土交通省ホームページ

区域区分

徳島東部都市計画区域について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
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小松島市で指定されている用途地域

出典：国⼟交通省HP

用途地域について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P２

●用途地域とは、都市計画として定める地域地区（都市計画法第８条）の最も基礎的なものです。

●良好な住環境の形成、住居・商業・工業等の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、
用途地域を定めます。

●小松島市では、下記の１３種類ある用途地域のうち、赤線で囲った９種類の用途地域を定めています。

住居系用途地域

商業系用途地域

工業系用途地域



出典：国⼟交通省HP

主な用途制限について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。 P３

用途地域内等における建築物の主な用途制限は下表のとおりです

今回の用途地域変更の対象

●左表は、用途地域と
建築物の用途制限の
関係を表しています。

●建築物用途、規模、
階数などが、用途地域
の指定により制限され
ます。

●左表は建築基準法
別表第2の概要であり、
全ての制限について掲
載したものではありま
せん。



用途地域の変更となる対象地域について （１） 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P４

●用途地域の変更となる対象地域は、赤線で囲った「江田・中田地区」になります



N

江田・中田地区 15.2ha

用途地域の変更となる対象地域について （２） 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P５

●江田・中田地区の拡大図です



１

① 主要地方道小松島港線と県道徳島小松島線の交差点から西向き

② 主要地方道小松島港線から西向き

２

現況写真について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P６

●江田・中田地区の現況写真です



江田・中田地区について、

変更の内容

第一種中高層住居専用地域 から、 第一種住居地域 に変更します

（変更前） （変更後）

用途地域変更（素案）について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P７

●建ぺい率・容積率ともに、変更はございません。

●3000㎡以下の店舗等の立地を許容するなど、利便性の高い住宅地を形成すること等を目的として、用途地域を変更します。



用途地域の変更の背景について（１） 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P８

●小松島市都市計画マスタープラン（都市計画法第18条の2に基づく市町村の都市計画に関する基本的方針）

●都市計画道路江田小松島港線は、都市中
心拠点やその周辺の連携や回遊を促進し、市
民生活の利便性向上や市街地の活性化を図
る「都市中心軸」として位置づけます。

全体構想
将来都市構造

●道路等の都市施設の計画的な整備により、
安全で快適な住環境の向上を図るとともに、
周辺環境との調和に配慮しながら店舗や事
業所の立地を許容し、利便性の高い住宅地
の形成を図ります。

市街化区域の土地利用方針

出典：小松島市都市計画マスタープラン

将来都市構造図（令和12年度頃）



江田・中田地区 15.2ha

用途地域の変更の背景について （２） 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P９

●中心部と国道55号線を結ぶ「都市計画道路江
田小松島港線」等と徳島南部自動車道・小松島
IC（仮称）が連結することにより、都市機能のさら
なる集積を図ります。

●都市計画道路江田小松島港線沿線の地域につ
いては、十分な土地利用が図られていないため、安
全で快適な住環境との調和に配慮しながら、店舗
や事業所の立地を許容し、利便性の高い住宅地を
形成することによって、土地利用を促進することを
目的として、「第一種住居地域」へ用途変更を行い
ます。

●小松島市都市計画マスタープランにおける「地域別構想」について

地域別構想
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今後のスケジュールについて 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P10

●スケジュールは次のとおりです。



パブリックコメントの募集について 小松島市まちづくり推進課

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P11

●現在、まちづくり推進課にて、パブリックコメントを募集しております。 令和5年12月12日（火曜）まで

パブリックコメント募集のお知らせ



縦覧及び説明会・公聴会のお知らせ

小松島市は持続可能な開発目標

「SDGｓ」を支援しています。
P12

素案の縦覧及び説明会・公聴会の開催について 小松島市まちづくり推進課

●現在、まちづくり推進課にて、素案の縦覧を行っております。 令和5年12月8日（金曜）まで



 

小松島市公式 SNS 

小松島市ホームページ 小松島市公式チャンネル 

小松島市公式 X (旧 Twitter) 小松島市公式 Facebook 

小松島市公式 LINE 小松島市公式 Instagram 

小松島市では、 YouTube X(旧Twitter) Facebook LINE Instagram の
ソーシャルメディアを利用して情報発信をしています。それぞれの公式アカウントは次のとおりです。

美しい景観やイベントなど、小松島市の魅力をお届けしておりますので、よろしければ、フォローをお願いします


